
南三陸町地域ポイント導入検討事業 参加店募集要項 

 

１．資格要件 

本事業に参加し、地域ポイントを取り扱うことのできる店舗（以下「加

盟店」という。）は、以下の要件を満たさなければなりません。 

 

（１）南三陸商工会の会員で、南三陸町に所在する店舗のうち、以下のいずれ

にも該当しないこと。 

①下記「７．ポイント利用に関する制限 ポイント利用の対象にならな

い物品等」に記載の物品、サービス等のみを取り扱う場合。 

   ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に該

当する営業形態である場合。 

   ③その他宮城県が適当でないと認めた場合。 

（２）接客に当たる従業員等が、別添「実施要領」に従って対応できること。 

（３）法令又は条例に違反していないこと。 

（４）登録申請者が暴力団（宮城県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴

力団をいう。）又は暴力団等（同条令第２条第３号に規定する暴力団員

等をいう。）でないこと。 

（５）暴力団等反社会的勢力との関係を有していないこと。 

 

２．申込方法 

参加店の登録を希望される方は、以下の方法で登録申請を行うことが出

来ます。 

「参加店登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、FAX またはメール

にご提出ください。 

 

（１）ＦＡＸの場合 

   南三陸商工会 FAX：４６－５３３５ 

（２）メールの場合 

   南三陸商工会 メール：minamisanriku_sci@office.miyagi-fsci.or.jp 

 

３．申込受付期間（予定） 

（１）先行締め切り：令和５年１０月２５日（水）【期限厳守】 

      先行締め切りまでにご参加いただき希望する事業者に限り、ＰＲ動画を

作成し周知を行わせて頂きます。 

（２）最終締め切り：令和５年１１月８日（水）【期限厳守】 
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４．申請書の記載項目等について 

（１）店舗名・所在地等 

   申請書は原則として事業者ごとに作成してください。 

   ポイントの精算も事業者単位で行います。 

※ＱＲコードの発行単位 

本事業では、ＱＲコードをアプリで読み取ることによりポイントの利用

を行います。ＱＲコードは店舗ごとに発行し、配付します。商業施設等、

一つの施設内に複数のテナントがある場合、テナントごとに異なるＱＲコ

ードを発行しますが、同一事業者が運営する異なる種類の売場（食料品売

場、衣料品売場等）については、一つの店舗とみなし同一のＱＲコードを

発行します。 

 なお、参加店向け専用サイトでレジごとのＱＲコードを追加で発行でき、

発行ＱＲコードごとの利用ポイントを確認できます。 

（２）誓約事項 

誓約事項に同意する場合はチェックをしてください（チェックがない場

合、参加店登録を行うことができませんのでご注意ください。） 

 

５．登録後 

  参加店登録完了後、登録完了通知及び関連ツール（取扱マニュアル、ＱＲ

コード、ステッカー等）が届きます。なお、登録完了後であっても以下に該

当する場合、換金の停止や登録の取り消しを行う場合があります。 

（１）登録申請内容に虚偽・不備・不正等があった場合。 

（２）営業形態が公序良俗に反すると認められた場合。 

（３）本要項に違反する行為が認められた場合。 

（４）宮城県が換金の停止や登録の取り消しが適当と判断した場合。 

 

６．参加店の責務 

  参加店は次に掲げる事項を遵守していただきます。 

（１）事業の参加店であることが明確になるよう、配布するポスター等を消費

者が分かりやすい場所に掲示して下さい。 

（２）別添「実施要領」を遵守してください。 

（３）消費者が利用期間中にポイント利用を申し出たときは、下記「７．ポイ

ント利用に関する制限 ポイント利用の対象にならない物品等」を除き、

ポイント利用額を参加店が確認し、値引きを行います。参加店としてポイ

ントの利用対象外としたい物品、サービス等がある場合は、消費者に分か

りやすく明示して下さい。 



（４）ポイント利用時は、アプリ上に「店舗名」、「日時」、「利用ポイント」が

表示されますので、自店舗でポイント利用されていることを確認してくだ

さい。不正使用の疑いがあるときは、ポイントの利用を拒否するとともに

その旨を本事業事務局に申し出てください。 

 

（５）宮城県から指示があった場合（立入調査への対応を含む）は、その指示

内容に従ってください。 

 

（６）参加店の登録内容に変更があった場合は、速やかに届け出てください。 

 

（７）事業の実施に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、参加店側の責に

帰すると認められる場合は、自ら解決に努めてください。 

 

（８）事業終了後、本事業に関して行うアンケート調査にご協力ください。 

 

７．ポイント利用に関する制限 

（１）南三陸町商店会連合会に属する会員事業所（※１）は、１人あたりの利用

上限を５，０００ポイントとし、当該事業所以外は、３，５００ポイント

とする。 

    ※１ 令和５年１０月１０日時点で属していること。 

 

（２）ポイント利用の対象にならない物品等は有価証券、商品券、ビール券、

図書券、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの、風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に規定する営業に係る

支払い、その他本事業の趣旨及び目的から適切でないと県が判断したもの

とします。 

 

８．ポイント利用に関する注意事項 

（１）ポイントと現金の交換は禁止します。 

（２）ポイントの利用期間は、令和６年１月３１日までとなります。 

（３）ポイントの額面以下の利用であっても、釣り銭は渡さないでください。 

（４）不足分は、現金等他の方法で決済してください。 

（５）ＱＲコードの盗難・紛失等があった場合は速やかに事務局に申し出てく

ださい。 

 



９．ポイントの精算 

（１）ポイントの利用実績はアプリを通じて自動的に集計されます。 

（２）月１回、集計された利用実績に基づき各参加店の指定口座に換金額を振

り込みます（換金手続きは不要です。）換金及び振込手数料は宮城県が

負担します。 

（３）指定振込金融機関は原則下記金融機関の各支店とします。 

   ① 七十七銀行    

   ② 仙台銀行     

   ③ 気仙沼信用金庫 

 

１０．その他 

（１）ポイントの取り扱い方法等、詳細なオペレーションについては、取り扱

いマニュアル（参加店舗決定後に送付）を参照してください。 

（２）参加店において広報告知物を作成する際に専用ホームページに掲載する

規定のもの以外を使用する場合は、事前に宮城県の承認が必要となります。 

（３）消費者への不利益を与える行為や、故意に宮城県等に対して損害を与え

る行為等を行った場合は、換金の停止、登録の取り消しを行うほか、損害

賠償を求める場合がございます。 

（４）本事業は、南三陸商工会及び南三陸町の協力を得て実施しております。

今後南三陸商工会及び南三陸町が本事業で使用するアプリを使用して事業

を行う場合に、本事業の参加店に対しご案内をさせていただくことがござ

います。 

（５）本要項に記載のない事項もしくは定めのない事項に関しては、宮城県が

その対応を決定いたします。 

（６）国の交付金を活用した事業のため、国の方針等によって、本要項等の内

容が変更される可能性がございます。 


